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2021年度 2022年度 2022年度 2027年度

「ワーク・ライフ・バランス」の認知
度（言葉も内容も理解）
 出典：区民意識・実態調査

2016年
度

39.1% 46.4% 41.9% 50% 55%
・情報誌アンサンブル、パネル展、講座による啓
発の充実
・ホームページ情報の精査及び充実

家庭生活における男女の地位が平等だ
と思う区民の割合
出典：区民意識・実態調査

2016年
度

36.6% 39.6% 37.2% 40% 45%

・男女共同参画週間講演会や各種講座による啓発
の充実
・男女共同参画週間パネル展による啓発の充実
・情報誌アンサンブルによる啓発

職場における男女の地位が平等だと思
う区民の割合
出典：区民意識・実態調査

2016年
度

23.4% 28.5% 25.3% 30% 35%
区内経済団体、東京都と連携し、区民・事業所向
けにワークライフバランスなどに関する講座を実
施

区における女性管理職の割合
出典：人事分野調べ

2016年
度

22.2% 26.6% 22.7% 30% 35%
「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性
活躍推進計画」に定めた取組の実施

女性委員の比率が４割を満たす審議会
等の割合（委員３人の場合で男女比２
対１なら可）
出典：企画分野調べ

2017年
度

53.1% 48.4% 58.0% 60% 65%

・参画率調査の際に目標数値を明記し、周知を図
る
・目標値に満たない審議会等所管課に対し、具体
的な対策等の提示を求める

区民と区長の対話集会に参加した女性
の人数
出典：広聴・広報課調べ

2016年
度

177人 173人 228人 185人 195人
無作為抽出による開催案内により、男女区別なく
参加の促進を行う。

学校教育の場における男女の地位が平
等だと思う区民の割合
出典：区民意識・実態調査

2016年
度

44.3% 34.7% 33.0% 55% 67%

・男女共同参画週間講演会や各種講座による啓発
の充実
・男女共同参画週間パネル展による啓発の充実
・若年層への啓発機会の拡充（区内小・中学校、
高校、大学等と連携した事業の実施）

地域の活動に参加した区民の割合
出典：健康福祉に関する意識調査

2017年
度

27.1% － 20.9% 40% 55%

新型コロナウイルスの影響や地域に関する情報が
少ないなどの理由により、地域の活動に参加する
区民の割合は計画策定時より減少している。区は
ホームページや区報、中野駅ガード下ギャラリー
「夢通り」を活用し地域情報を発信するととも
に、町会や地域活動団体自身もホームページなど
で自ら情報発信できるよう支援を行う。

「男女共同参画社会」の認知度（聞い
たことがある人の割合）
出典：区民意識・実態調査

2016年
度

62.6% 70.1% 63.9% 66.5% 70%
・情報誌アンサンブル、パネル展、講座による啓
発の充実
・ホームページ情報の精査及び充実

固定的な性別役割分担意識を持たない
人の割合
出典：男女共同参画意識調査

2016年
度

59.1% － 81.2% 65% 70%
・情報誌アンサンブル、パネル展、講座による啓
発の充実
・ホームページ情報の精査及び充実

「ＤＶ防止法」の認知度（言葉も内容
も理解）
出典：男女共同参画意識調査

2016年
度

28.4% － 53.1% 29% 30%
・女性に対する暴力をなくす運動期間（11月）関
連事業を中心に周知を図る
・ホームページ情報の充実

「デートＤＶ」の認知度（言葉も内容
も理解）
出典：区民意識・実態調査

2016年
度

32.9% 33.6% 31.8% 39% 45%
・若年層への啓発機会の拡充（区内小・中学校、
高校、大学等と連携した事業の実施）
・デートＤＶ防止啓発冊子の作成、配布

「セクシュアルハラスメント」の認知
度（言葉も内容も理解）
出典：男女共同参画意識調査

2016年
度

78.1% － 86.9% 85% 90%
・女性に対する暴力をなくす運動期間（11月）関
連事業を中心に周知を図る
・ホームページ情報の充実

児童虐待件数のうち改善された割合
出典：子ども家庭支援センター調べ

2016年
度

38.5% 67.0% － 60% 80%

2022年度に子ども家庭支援センターから児童相談
所に変更されたため、算出方法不可。
基本計画では指標を下記の通りに変更している
○指標：虐待を理由とする一時保護の再保護件数
○2022年度実績：3件
○2027年度目標値：0件
○2023年度に予定している目標値達成に向けた取
組内容：
一時保護解除後の児童福祉司指導等による家庭支
援を行い、重篤な虐待の再発予防を図る

女性の労働力人口に占める正規雇用等
の割合（２５歳から４４歳）
出典：国勢調査

2015年
度

70.0% 76.8% － 75% 80%

就労意欲のある人が能力に応じて多様なな働き方
ができ、区内の事業者が優秀な人材を確保して事
業を活性化できるよう、ハローワークなどと連携
した支援を実施する

経済的に困窮する女性を対象とした就
労支援を受け就労につながった女性の
割合
出典：生活援護分野調べ

2016年
度

58.7% 71.4% 77.8% 62.5% 65%

2017年度に目標を達成した。
今後も、中野就職サポート、中野くらしサポー
ト、生活援護課就労支援員及びケースワーカーの
連携体制を維持し、適切な支援を行っていく。

学校は自他の生命を大切にする心（態
度）を育てていると思う保護者の割合
出典：学校教育に関する保護者アン
ケート

2016年
度

小学校
78.8%

中学校
72.1%

小学校
74.7％
中学校
74.3％

小学校
74.6％
中学校
74.3％

小学校 
100%

中学校 
100%

小学校 
100%

中学校 
100%

・人権教育及び道徳教育の一層の充実
・豊かな体験活動の充実

区の人権啓発事業に参加して、人権意
識が深まった人の割合
出典：企画分野調べ

201７
年度

86.0% － 82.0% 90% 95%

・中野地区人権擁護委員との連携により、パネル
展示及び啓発事業の内容を充実させる
・庁内の人権関係所管課と連携したパネル展等の
実施

中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《成果指標》

実績 計画における目標値

計画策定時
成果指標

２０２３年度に予定している目標値達成に向
けた取組内容

将
来
像
１
【
仕
事
と
生
活
】

～
自
分
ら
し
い
生
き
方
と
働
き
方
～

将
来
像
２
【
地
域
社
会
の
あ
り
方
】

～
男
女
が
と
も
に
参
画
す
る
地
域
社
会
～

将
来
像
３
【
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
】

～
人
権
が
守
ら
れ
る
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
～
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事業番
号 事 業 名

2022年度
実績評価

1 中野区イクボス宣言 Ａ　実施

2
ワーク・ライフ・バ
ランス、働き方改革
関連事業

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

3
中野区ファミリー・
サポート事業

Ａ　実施

4
子どもショートステ
イ

Ａ　実施

5 トワイライトステイ Ａ　実施

6 家族介護教室 Ａ　実施

7 介護予防講演会 Ａ　実施

8
女性の就労・再就職
支援事業

Ａ　実施

9
事業所における一般
事業主行動計画策定
の推進

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

10
区の管理職員におけ
る女性比率向上に向
けた啓発・育成等

Ａ　実施

11 学童クラブ運営 Ａ　実施

12
民間学童クラブ整備
事業

－

中野区男女共同参画基本計画（第4次）　事業別実績評価一覧

事 業 概 要

将来像１　【仕事と生活】　～自分らしい生き方と働き方～

施策の方向性　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の普及・啓発と働き方改革

職員が安心して出産やその支援、育児、介護に取り組むことが出来る
よう職場環境を整備すること等を、区長をはじめとした全管理職が宣
言。業務改善や超過勤務の縮減、年休取得に向けて、職場全体で意識
的に取り組みます。

ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の実現に向けた区民、事業者
向け事業を実施します。事業者向け講座の実施にあたっては、区内経
済団体との共催を図ります。

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育ての援助をしたい方
（援助会員）が会員になり、仕事や急な用事等で子どもの世話ができ
ないときに、会員相互が助け合いながら子育てをする相互援助活動を
支援します。保育園の送迎や子どもの預かり（一般援助活動）、病児
預かり等（特別援助活動）の子育ての相互援助活動に関する連絡・調
整を中野区社会福祉協議会に委託して実施しています。

０歳から１５歳の子どもを養育している保護者が、入院や出張、親族
の看護等の理由により子どもの養育が一時的に困難な場合、区が委託
した施設で宿泊を伴った預かりを行います。

３歳から１２歳の子どもを養育している保護者が仕事、病気等の理由
により夜間の時間帯において、一時的に子どもの保育をすることが困
難となり、かつ同居の親族の中に保育する者がいない場合に、区が委
託した施設で子どもを保育します。

認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者のいる家族に、介護
方法を学ぶことや家族間の交流を図ることを目的に実施します。

介護予防の必要性を広く周知し、認識の向上を図ることを目的として
講演会を実施します。

施策の方向性　　職場における女性活躍推進

（公財）東京しごと財団との共催事業。女性の再就職に必要となるス
キルの能力開発と離職ブランクを回復するための職場体験等を支援し
ます。女性の就労・再就職支援を効果的かつ効率的に実施するため、
平成３０年度より、産業振興センター指定管理者の指定事業として一
本化予定です。

女性活躍推進法で一般事業主行動計画の策定が義務付けされていない
事業所に対しても、行動計画の策定についてホームページや情報誌
（アンサンブル）等の活用や、区内経済団体と連携により働きかけを
行います。

女性職員の昇任に対する不安解消や支援の為、女性管理職等との意見
交換会等を実施します。併せて、仕事と家庭が両立でき、職員の持て
る能力が十分発揮できるよう、管理職を中心に、職場全体でサポート
できる体制を整備します。

保護者の就労等の理由により放課後に適切な保護を受けられない児童
が安全安心に過ごせるよう見守るとともに、遊びや活動等を通して成
長できるように援助します。

待機児童の解消を図るため、民間学童クラブを誘致し、整備に係る経
費を補助します。
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13
民間学童クラブ運営
補助

Ａ　実施

14
認可保育施設の新規
誘致

Ａ　実施

15
保育士等人材確保事
業

Ａ　実施

再掲3
中野区ファミリー・
サポート事業

Ａ　実施

再掲4
子どもショートステ
イ

Ａ　実施

再掲5 トワイライトステイ Ａ　実施

16 介護基盤整備 Ａ　実施

17
介護人材の確保・育
成支援

Ａ　実施

18
審議会等における女
性参画促進

Ａ　実施

19
区民と区長の対話集
会

Ａ　実施

20 起業セミナー Ａ　実施

21
経営・創業相談・診
断

Ａ　実施

22 どこでも出張相談 Ａ　実施

23
公益活動団体への助
成

Ａ　実施

24
町会連合会女性部へ
の講師派遣

Ａ　実施

25 一時保育者登録制度 Ａ　実施

26
区民活動センター運
営

Ａ　実施

27
地域活動コーディ
ネーター養成講座の
開催

Ａ　実施

28 なかの生涯学習大学 Ａ　実施

民間学童クラブに対して、運営費の補助を行い、待機児童の解消を図
るとともに、午後８時までの延長保育を行うことで、就労と子育ての
両立を支援します。

保育所の待機児童の解消に資する施設整備を図ることを目的として、
認可保育所、認可小規模保育事業の新規誘致を行います。
また、子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業の一つとし
て創設された事業所内保育事業所の開設に対する支援を行います。

就職説明会来場者への特典付与や区内保育施設に内定した保育士等へ
の就職準備金の支援を実施します。また、保育士等の確保のため、事
業者の宿舎借り上げに対して補助を行います。

再掲3

再掲4

再掲5

介護保険制度に基づく地域密着型サービスの整備及び計画調整、特別
養護老人ホーム、通所介護施設等の施設整備を行います。

緩和基準サービスの担い手を育成する研修を実施するとともに、育成
された人材と事業者との雇用マッチングを行います。

施策の方向性　　あらゆる分野における女性のライフスタイル選択支援

政策決定過程の一つである各審議会等において、女性委員の比率を４
０％以上とすることを目標とし、調査を実施します。女性委員の比率
が低い審議会等については、改善を依頼します。

区民と区長が直接対話する機会として、原則として月２回、対話集会
を実施します。対話集会で出された意見の反映状況は、区ホームペー
ジ等で公表しています。

産業振興センターにおいて起業セミナーを実施します。

区内事業者向けの経営相談。創業者及び創業１年未満の事業者向けの
経営相談を実施します。

区内の中小企業者向けに、中小企業診断士による無料の出張経営相談
を実施します。

町会・自治会や任意団体、ＮＰＯ法人等自主的な公益活動を支援する
ために、区の政策実現に貢献する活動について、審査、助成を行いま
す。

中野区町会連合会女性部地区懇談会に職員等を講師として派遣しま
す。

乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域社会における豊かな市
民活動を促進するために、区及び区民が実施する各種事業等に伴う一
時保育に従事する保育者の登録を実施します。

将来像２　【地域社会のあり方】　～男女がともに参画する地域社会～

施策の方向性　　地域社会や学校等における男女平等の推進

地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取組を促進
するため、地域住民による地域自治の活動拠点として区民活動セン
ターを設置運営しています。

運営委員会が区民活動センターの地域活動支援業務を円滑に運営・推
進できるよう、事務局スタッフの確保や人材の育成等の支援を行いま
す。

５５歳から７９歳までの区民を対象に、その豊かな経験を活かして仲
間づくりや地域・社会活動のスタートができるよう現代社会の課題や
地域の現状を学習する３年間進級制の講座を実施します。

- 3 -



29 ハイティーン会議 Ａ　実施

30
学校支援ボランティ
ア制度

Ａ　実施

31 職場体験 Ａ　実施

32
女性の視点を踏まえ
た防災に関する講演
会

Ａ　実施

33
男女共同参画週間関
連事業

Ａ　実施

34
区民への情報誌「ア
ンサンブル」の発行

Ａ　実施

35 地域育児相談会 Ａ　実施

36
こんにちは赤ちゃん
学級

Ａ　実施

37
「介護の日」啓発活
動

Ａ　実施

38
ユニバーサルデザイ
ンの考え方の普及啓
発

Ａ　実施

39
男女平等に関する苦
情申出制度

Ａ　実施

40
配偶者暴力相談支援
センター運営

Ａ　実施

41 女性相談 Ａ　実施

中高生世代が、毎日の生活の中で気になっていることや疑問に思うこ
との中からテーマを設け、ワークショップ形式で会議を進行し、必要
に応じて関係機関への取材を行い、意見を深めます。対象者は、中学
生から１８歳の区内在住、在学、在勤者で、ワークショップの結果
は、区民に発表します。

子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」のために、家庭・地
域・学校が一体となって地域ぐるみで子どもを育成し、「地域力」を
向上・強化させていく制度です。

中学生に、望ましい社会性、勤労観、職業観を育成し、自立や社会参
加を促す教育を充実しています。全中学校の第２学年が対象です。

防災における男女共同参画の推進を図るため、女性の視点を踏まえた
避難所運営等について、職員、地域住民等を対象に講演会を実施しま
す。

施策の方向性　　男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

内閣府が定める毎年６月の「男女共同参画週間」に合わせ、男女共同
参画の視点による講演会、パネル展を実施します。

区の男女平等・男女共同参画施策の動きについて、定期的に情報誌
「アンサンブル」を発行することにより周知を図ります。編集委員は
区民公募によります。

医師、助産師、栄養士、歯科衛生士等による子どもの健康や子育てに
ついての講座を実施します。男性（父親）が参加しやすい事業内容を
取り入れています。

初妊婦とその家族（夫）を対象に、妊娠中の健康管理、出産、育児等
の講座や沐浴等の実習を行うとともに、妊婦同士の仲間づくりをすす
めています。

「介護の日」にちなみ、介護に対する理解と認識を深め、介護サービ
ス利用者、家族、介護従事者等を支援するとともに、地域社会におけ
る支え合いや交流を促進するイベントを開催します。

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加
型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化を実現するため、ユニ
バーサルデザインの普及啓発を実施します。
（仮称）中野区ユニバーサルデザイン推進条例、推進計画を策定しま
す。

「男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと」又は「男女平等社会の形
成の促進に関すること」について、区民又は事業者は、区長に対し、
苦情等の申出をすることができます。
区長が特に必要であると認めるものについては、中野区男女平等専門
委員会の助言を求めるものとします。

将来像３　【安全・安心な暮らし】　～人権が守られる安全・安心な暮らし～

施策の方向性　　配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

女性に関する相談、カウンセリング、情報提供、緊急一時保護、生活
保護の対応等の自立支援を一貫して行います。

女性の様々な悩みの相談を受け、その解決のための助言・指導を実施
します。夫の暴力等により緊急避難を求めてくる女性・母子に対して
は、その生命・身体の安全と精神の安定を図るため、一時的に施設で
保護します。
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42
中野区ＤＶ防止連絡
会

Ａ　実施

43
区内公共施設等への
「ＤＶ相談先カー
ド」の設置

Ａ　実施

44
職員向け「被害者支
援ガイドブック」の
発行

Ａ　実施

45
学校向けデートＤＶ
防止出張講座

Ａ　実施

46
ＤＶ被害者に係る個
人情報の保護

Ａ　実施

47
母子家庭等に対する
緊急一時保護

Ａ　実施

48
女性への暴力防止に
関する講座・展示

Ａ　実施

再掲41女性相談 Ａ　実施

49
犯罪被害者等相談支
援

Ａ　実施

50
（仮称）総合子ども
センターの設置

Ａ　実施

51

中野区安全・安心
（防犯）メールによ
る不審者情報等の区
民等への情報提供

Ａ　実施

52
地域団体に対する防
犯カメラ等設置費の
一部助成

Ａ　実施

53 中野就職サポート Ａ　実施

54 入院助産 Ａ　実施

ＤＶ防止法第９条（被害者の保護のための関係機関の連携協力）の趣
旨に則り連絡会を実施しています。区、医師会、歯科医師会、警察、
ＮＰＯ団体が構成員となり、区、関係機関及び関係団体の相互連携、
ＤＶ防止及び被害者支援の推進、情報交換等を行います。

ＤＶ被害者の相談窓口を掲載した相談先カードを、区内公共施設、医
師会、歯科医師会等に配布します。相談先カードは、加害者の目に触
れない場所への設置を依頼しています。

被害者支援における各分野・関係機関の役割、二次被害の防止策等に
ついて職員向けガイドブックにまとめ、被害者支援担当窓口等に配備
します。

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間関係等について考え、
自他を尊重する意識を学ぶ講座を実施します。交際相手からの暴力
（デートＤＶ）根絶の契機とします。

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措置対象者について、加
害者等による住民票等の閲覧、証明の発行を制限します。

区内在住の緊急に保護を要する母子家庭、母子及び女子を一時的に保
護します。

施策の方向性　　女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）に関連
した事業を展開します。区民向けの講座・パネル展示等を通じて、配
偶者等からの暴力やセクシュアルハラスメント等、女性への暴力被害
の実情に触れるとともに、暴力防止の為の知識・技術や被害者の支
援、通報制度等について正しく理解する契機とします。

再掲41

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権
利利益の保護を図るため、相談・支援窓口を平成２０年（２００８
年）４月に開設しました。
平成２３年（２０１１年）６月には、犯罪被害者等が早く平穏な生活
を取り戻せるよう家事援助等の支援を行う犯罪被害者等緊急生活サ
ポート事業を開始しました（中野区社会福祉協議会に委託）。

平成３２年度（２０２０年度）に整備を予定している第十・第三中学
校統合新校に併設する複合施設に（仮称）総合子どもセンターを設置
します。センターには、現行の子ども家庭支援センターと教育セン
ター（教育相談機能）を一体化した機能を導入するとともに、児童相
談所の機能を備えるものとします。

区内で発生した犯罪情報や不審者情報等を速やかに情報提供すること
で、地域の防犯意識を高め犯罪の抑止につなげます。

地域内の犯罪の抑止力を高め、区民が安心して生活を送ることが出来
るよう、商店街等に対し防犯カメラ設置等の経費の一部を助成しま
す。

施策の方向性　　女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

区と東京労働局・ハローワーク新宿が、実施体制、連携方法等一体的
な業務運営の事項を定めた協定を締結。生活困窮者等に対し、就職支
援ナビゲーターによる職業相談、職業あっ旋・支援プランの作成、求
人端末による求人情報の提供等による支援を実施します。

妊産婦が保健上必要であるのにもかかわらず経済的理由により入院し
て分娩することが出来ない場合に、指定の助産施設に入所させる制度
です（児童福祉法第２２条）。
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55 就学援助 Ａ　実施

56 学習支援事業 Ａ　実施

57
母子家庭等自立支援
教育訓練給付金事業

Ａ　実施

58
母子家庭等高等職業
訓練促進給付金等事
業

Ａ　実施

59
母子生活支援施設運
営

Ａ　実施

60

子育て家庭ホームヘ
ルプサービス（旧
名：ひとり親家庭
ホームヘルプサービ
ス）

Ａ　実施

61 区営住宅の整備 Ａ　実施

62
民間賃貸住宅への住
み替え支援

Ａ　実施

63
専門相談（人権擁護
相談）

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

64
申請書・証明書等に
おける性別記載につ
いての点検

Ａ　実施

65
人権教育実践事例集
の作成

Ａ　実施

66 職員向け人権研修 Ａ　実施

67
健康づくり普及啓発
事業

Ｂ　全部もしくは
一部実施できな
かったが、次年度
以降に実施予定

68 自殺対策の推進 Ａ　実施

経済的理由によって義務教育を受けることが困難と認められる児童・
生徒の保護者に対して、給食費・学用品費等学校教育に必要な経費の
援助を行います。
特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒の保護者について
も特別支援学級就学奨励費の制度を設けています。

生活困窮世帯の小・中学生に学習支援を行います。小学生は学習の仕
方を身に付け、学習習慣の定着を図るとともに、中学生は受験対策と
しての学習指導により高校への進学を目指します。また、保護者には
学習方法のアドバイスや受験についての情報提供等を行います。

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業につながる能力開発のために
教育訓練指定講座を受講した場合、教育訓練給付金を支給し、自立を
支援します。

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得
するため、養成機関において修業する場合、高等職業訓練給付金等を
支給することで、修業期間中の経済的負担の軽減と、資格取得後の経
済的自立を促進します。

生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を抱える１８歳未満の子
どもを養育している母子世帯に対し、専用の施設で養育支援や家庭運
営支援、就労支援等将来の自立に向けた支援を行います。

ひとり親家庭が様々なサービスを活用し社会の一員として安心・安全
に、かつ自立した生活を営み、子どもが健全に成長できるよう支援し
ます。小学生以下等の子どもを養育しているひとり親家庭の保護者や
子どもが病気等で家事や育児に支障がある場合、ホームヘルパーを派
遣します。

健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、これを住宅に困窮す
る低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、区民生活の安
定と社会福祉の増進に寄与します。

区内の民間賃貸住宅に居住するひとり親世帯等が区内の他の民間賃貸
住宅に転居する場合に、その住み替え住宅の相談及び斡旋をすること
で、ひとり親世帯等の生活の安定と福祉の増進を図ります。

施策の方向性　　人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等人権侵害に関するこ
とについて、毎月第１火曜日に専門相談を実施します。
法務省から委嘱された中野地区の人権擁護委員が相談員を担当しま
す。

性自認を理由とする偏見や差別を無くし、男女共同参画社会の実現に
資するため、各分野で使用する申請書・証明書における性別記載の必
要性について点検を実施します。

学校における人権教育のより一層の充実を図るために実践事例集を作
成します。
各学校は、この資料を活用し人権教育の全体計画や年間計画を作成す
るとともに、教育環境の整備を図り、人権教育を通して組織的に心の
教育の充実を図ります。

同和問題、性的指向・性自認を理由とする偏見や差別等、様々な人権
課題について、職員向けの研修を実施します。

区が設置する「中野区民の健康づくりを推進する会」を中心に各種団
体と事業連携し、健康づくり普及啓発事業を実施。５月の世界禁煙
デーや１月の健康づくり月間に合わせた事業を展開します。

自殺に関する正しい知識の普及啓発や、様々な問題に対応するための
相談窓口の周知、ゲートキーパー養成研修等を実施します。
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69 薬物乱用防止事業 Ａ　実施

70
重症心身障害児
（者）等在宅レスパ
イト事業

Ａ　実施

71 子宮頸がん検診 Ａ　実施

72 乳がん検診 Ａ　実施

≪参考：実績評価基準≫
Ａ　実施

Ｂ　全部もしくは一部実施できなかったが、次年度以降に実施予定

Ｃ　実施できず、今後も実施が困難

ー　事業方針変更により実施せず

東京都薬物乱用防止推進地区協議会の活動支援を通じて、大麻、危険
ドラッグ等の薬物乱用を防止するための普及啓発を実施します。

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）等に
対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間家族の代わりに医療的ケ
アを行うことで、家族の一時休息（レスパイト）やリフレッシュを図
ります。

子宮頸がんを早期発見し、早期治療につなげるため、２０歳以上の女
性を対象に子宮頸がん検診を隔年検診として実施します。

乳がんを早期発見し、早期治療につなげるため、４０歳以上の女性を
対象に視触診検査及び乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ検査）を隔年検
診として実施します。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の普及・啓発と働き方改革

1
中野区イクボ
ス宣言

職員が安心して出産やその支援、育児、介護に取
り組むことが出来るよう職場環境を整備すること
等を、区長をはじめとした全管理職が宣言。業務
改善や超過勤務の縮減、年休取得に向けて、職場
全体で意識的に取り組みます。

職員課

人事分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　令和2年4月策定の「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと
女性活躍推進計画」に、「年次有給休暇を全職員が１５日以上取
得」「超過勤務時間１人１ヶ月平均６時間未満」「男性職員の出
産支援休暇及び育児参加休暇の取得率１００％」「男性職員の育
児休業取得率４５％以上（取得期間１か月以上）」を目標として
定めており、目標達成に向けて、引き続きワーク・ライフ・バラ
ンス等を推進していく。

Ａ　実施

○中野区イクボス宣言
・管理職昇任者(心得含む）による中野区イクボス宣言

○意識改革・組織風土の醸成
・「男性職員の育児休業取得体験談」の作成、「子育て・介護等状況確認書」の運用、
「子育て休暇計画シート」の運用

○　働き方改革の推進
・欠員対応等に伴う人材派遣等の活用、超過勤務月当たり45時間超の職員の把握・本人
及び所属長への注意喚起メール通知、超過勤務の縮減及び年次有給休暇の取得促進に向
けた取り組みに関する全庁周知

○　人事制度等の整備
・人財マネジメントシステムの導入検討、中野区職員定数管理計画の策定、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止を目的とした在宅勤務の運用
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方
と働き方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の普及・啓発と働き方改革

2

ワーク・ライ
フ・バラン
ス、働き方改
革関連事業

ワーク・ライフ・バランス、働き方改革の実
現に向けた区民、事業者向け事業を実施しま
す。事業者向け講座の実施にあたっては、区
内経済団体との共催を図ります。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・区民向けの啓発事業を計画通り実施することができた。
・事業者向けの啓発事業について、東京商工会議所中野支部と共
催での実施に向けて話合いをしていたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により講座実施を控えていたため、実施する事ができ
なかった。
・区内事業所におけるワーク・ライフ・バランスや働き方改革実
現のための効果的な取組方法について引き続き検討する。

Ｂ　全部もしくは一部
実施できなかったが、
次年度以降に実施予定

区民向け事業
・東京都労働相談情報センターとの共催講座の実施
「ワーキングカップルのキャリアデザイン～ワークとライフの充実、私たちのありたい
姿とキャリアを考える～」
実施日：令和4年10月19日、10月21日　　参加者：19名 　一時保育：3名

- 9 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

3
中野区ファミ
リー・サポー
ト事業

子育ての援助を受けたい方（利用会員）と子育て
の援助をしたい方（援助会員）が会員になり、仕
事や急な用事等で子どもの世話ができないとき
に、会員相互が助け合いながら子育てをする相互
援助活動を支援します。保育園の送迎や子どもの
預かり（一般援助活動）、病児預かり等（特別援
助活動）の子育ての相互援助活動に関する連絡・
調整を中野区社会福祉協議会に委託して実施して
います。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　新型コロナウイルス感染症の影響前である令和元年度以前は
年々利用会員数が増加していたため、今後は順次会員数も回復が
見込まれる。利用会員に比べ協力会員が少ない状況から、協力会
員数を増やす必要がある。利用料金は他区とほぼ同額であり、料
金が問題で協力会員数が少ないとは考えにくい状況から、より一
層の周知が必要である。委託先職員が積極的に外部へ赴き広報活
動ができる職員態勢を充実させることで、会員相互のマッチング
作業や広報活動へ関わる時間を増やす事が可能となると思われ
る。

Ａ　実施

１ 会員数
    　●利用会員　　1,553名　【内訳】一般援助活動　1,480名，特別援助活動　73名
   　 ●協力会員　　　261名　【内訳】一般援助活動　  192名，特別援助活動　89名
    　●両方会員　　　 55名　【内訳】一般援助活動　   55名，特別援助活動　 0名
　    　　計　　　　1,869名　【内訳】一般援助活動　1,727名，特別援助活動 142名

２　講習会等参加人数　　　　189名

３　事業説明会参加人数　　　342名　

４　活動件数　　　5,278回

５　マッチング率
　　　●一般援助活動　89.6％　
　　　●特別援助活動　75.0％
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の普及・啓発と働き方改革

4
子どもショー
トステイ

０歳から１５歳の子どもを養育している保護者
が、入院や出張、親族の看護等の理由により子ど
もの養育が一時的に困難な場合、区が委託した施
設で宿泊を伴った預かりを行います。

子ども・若者相談
課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　児童相談所やすこやか福祉センターが支援している要支援家庭
への支援策として、本事業を有効に活用できている。

Ａ　実施

１．０歳～３歳未満
（１）実施施設　　聖オディリアホーム乳児院
（２）利用期間　　１回の利用で７日以内、年間６２日まで
（３）利用定員　　１日２人
（４）利用実績　　延利用日数　２５８日　延利用人数８８人

２．３歳～１５歳
（１）実施施設　　母子生活支援施設　
（２）利用期間　　１回の利用で１１日以内、年間６２日まで　
（３）利用定員　　１日３世帯　
（４）利用実績　　延利用日数　３３３日　延利用人数　１２６人　

３. ３歳～１７歳　
（１）実施施設　　ショートステイ協力家庭
（２）利用期間　　１回の利用で７日以内　　年間６２日まで
（３）利用定員　　ショートステイ協力家庭１家庭につき１日１人
（４）利用実績　　延利用日数　１０日　延利用人数　４人　
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の普及・啓発と働き方改革

5
トワイライト
ステイ

３歳から１２歳の子どもを養育している保護者が
仕事、病気等の理由により夜間の時間帯におい
て、一時的に子どもの保育をすることが困難とな
り、かつ同居の親族の中に保育する者がいない場
合に、区が委託した施設で子どもを保育します。

子ども・若者相談
課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　ひとり親世帯の就労による利用が主となっており、安心して預
けられる場所となっている。

Ａ　実施

・利用時間　　午後５時～午後１０時　祝日、年末年始を除く月～土曜日
・利用日数　　月５日まで（最大）
・利用定員　　１日最大２人
・利用実績　　延利用日数　５９日　　実利用人数　７人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の普及・啓発と働き方改革

6 家族介護教室

認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者
のいる家族に、介護方法を学ぶことや家族間の交
流を図ることを目的に実施します。

地域包括ケア推進
課南部すこやか福
祉センター

地域ケア分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・計画どおりに実施することができた。
・後期高齢者数が増加しているなか、認知症高齢者数も増え、介
護者のニーズは今後もあるため、継続して周知、実施していく。

Ａ　実施

区民向け事業
　認知症高齢者をはじめとする介護の必要な対象者のいる家族等を対象に、専門職から
各回の
テーマに沿った講義とグループ懇談を実施した。グループ懇談では、専門職を交えて参
加者間の介護の悩みの共有や、介護方法の情報交換を行った。
　区内の社会福祉法人等の団体に事業を委託し、各すこやか福祉センターの圏域（４カ
所）毎に実施した。

・実施回数         1６回
・参加者延べ人数  ８９人(男女内訳 男 １３人：女 ７６人）

- 13 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

　 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の普及・啓発と働き方改革

7
介護予防講演
会

介護予防の必要性を広く周知し、認識の向上を図
ることを目的として講演会を実施します。 介護・高齢者支援

課

地域包括ケア推進
分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・介護予防に向けての学び・気付きの機会を提供することができ
た。
・令和５年度以降は、参加者の層を広げるため介護予防講演会の
単独実施を見直し、関連する他の事業と連携した啓発に変更す
る。

Ａ　実施

介護予防普及啓発事業
　介護予防講演会『若さを保つ歩き術』（オンライン講演会）

　年齢とともに変化する足の形や歩き方、そこから見える課題や向き合い方など、
　具体的に介護予防に向けての取り組みにつながる講演

　講師：株式会社アシックススポーツ
　　　　工学研究所人間特性研究部人間特性研究チーム　市川　将氏
　実施日：令和５年２月２５日（土）午後２時から３時まで
　参加者：オンライン（ZOOM）参加　２６名
　　　　　視聴会場（区内４か所開設）参加　４６名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

8
女性の就労・
再就職支援事
業

（公財）東京しごと財団との共催事業。女性の再
就職に必要となるスキルの能力開発と離職ブラン
クを回復するための職場体験等を支援します。女
性の就労・再就職支援を効果的かつ効率的に実施
するため、平成３０年度より、産業振興センター
指定管理者の指定事業として一本化予定です。

産業振興課

産業振興分野、企
画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　計画通り事業を実施することができた。定員まで人が集まらな
かったため、企画や広報について検討を要する。

Ａ　実施

○東京しごと財団との共催事業の実施
　・「ライフとワークの心地よいバランスをみつけよう」
　　実施日：2022年6月15日　　参加者：29名
　・「私らしく両立できる仕事のはじめ方」
　　実施日：2022年7月14日　　参加者：14名
　・「ブランクがあっても大丈夫！働きたい！のはじめの一歩」
　　実施日：2022年9月26日～9月30日（5日間）　　参加者：13名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

9

事業所におけ
る一般事業主
行動計画策定
の推進

女性活躍推進法で一般事業主行動計画の策定が義
務付けされていない事業所に対しても、行動計画
の策定についてホームページや情報誌（アンサン
ブル）等の活用や、区内経済団体と連携により働
きかけを行います。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・区内経済団体との連携講座やパネル展等の機会を活用し、事業
所に働きかけていく。
・ホームページの充実を図る。

Ｂ　全部もしくは一部
実施できなかったが、
次年度以降に実施予定

　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定に関する国・都の啓発チラシ、リー
フレット、講座情報等を、男女共同参画パネル展や、区役所内にて配架・配布し、周知
をした。
　また、男女共同参画に関する意識調査を事業所に対し実施して、一般事業主行動計画
の策定に関する設問を設け、策定状況を確認するとともに、女性活躍推進法に関する説
明書きを加え、周知・啓発を図った。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

10

区の管理職員
における女性
比率向上に向
けた啓発・育
成等

女性職員の昇任に対する不安解消や支援の為、女
性管理職等との意見交換会等を実施します。併せ
て、仕事と家庭が両立でき、職員の持てる能力が
十分発揮できるよう、管理職を中心に、職場全体
でサポートできる体制を整備します。

職員課

人事分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　「中野区職員のワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進計
画」や人材育成基本方針に基づき女性管理職増加に向けた取組を
推進していく。

Ａ　実施

・「子育て休暇計画シート」及び「子育て・介護等状況確認書」の運用、超過勤務月当
たり45時間超の職員の把握等
・在宅勤務の試験運用等
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

11
学童クラブ運
営

保護者の就労等の理由により放課後に適切な保護
を受けられない児童が安全安心に過ごせるよう見
守るとともに、遊びや活動等を通して成長できる
ように援助します。

育成活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　児童が安全安心に過ごすことができる居場所として運営を行っ
た。

Ａ　実施

学童クラブ設置数：４２か所（区立２５か所、民設民営：１７か所）
総定員数：２，３７５人
登録児童数：２，０９４人（４月１日現在）
年間利用者数：２４，８１８人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

12
民間学童クラ
ブ整備事業

待機児童の解消を図るため、民間学童クラブを誘
致し、整備に係る経費を補助します。 育成活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　地域状況やニーズを踏まえ、学童クラブ利用待機児童が発生し
ている地域に民間学童クラブの誘致を計画している。

―

整備実績なし
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

13
民間学童クラ
ブ運営補助

民間学童クラブに対して、運営費の補助を行い、
待機児童の解消を図るとともに、午後８時までの
延長保育を行うことで、就労と子育ての両立を支
援します。

育成活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　児童が安全安心に過ごせる居場所として運営を行い、午後８時
までの延長保育を行った。

Ａ　実施

民間学童クラブ設置数：１７か所
定員総数：６７２人
登録児童数：４７８人（４月１日現在）
年間利用総数：５，６１７人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

14
認可保育施設
の新規誘致

保育所の待機児童の解消に資する施設整備を図る
ことを目的として、認可保育所、認可小規模保育
事業の新規誘致を行います。
また、子ども・子育て支援新制度における地域型
保育事業の一つとして創設された事業所内保育事
業所の開設に対する支援を行います。

保育園・幼稚園課

保育園・幼稚園分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　中野区では２０２２年４月に待機児童０を達成したが、女性の
就業率の上昇等に伴い、保育所の申込み率は増加傾向にあり、２
０２２年度も引き続き認可保育所の誘致により保育定員を確保す
ることに努めた。
　地域型保育事業である小規模保育事業、家庭的保育事業につい
ては、３歳以降の接続先の確保等の課題もあり、２０１８年度以
降、新たな地域型保育事業の誘致は行っていない。

Ａ　実施

　令和４年４月２日から令和５年４月1日までの1年間の保育定員確保の状況について、
認可保育所整備により保育定員１４０人分を確保した。

    私立認可保育所の新設　３か所　
（東中野しらゆり保育園、スターチャイルド《東中野ナーサリー》、きゃんばす中野保
育園）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

15
保育士等人材
確保事業

就職説明会来場者への特典付与や区内保育施設に
内定した保育士等への就職準備金の支援を実施し
ます。また、保育士等の確保のため、事業者の宿
舎借り上げに対して補助を行います。

保育園・幼稚園課

保育園・幼稚園分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・宿舎借り上げ支援事業については、都要綱に規定されている補
助額８２，０００円の１／８の事業者負担について、中野区では
２０１６年度より区負担としてきたが、２０２１年度よりこれを
見直し、都要綱の規定通り事業者負担とした。今後も国・都及び
近隣区の補助制度の動向を注視し、必要な見直しを行う。
・保育のおしごと就職相談・面接会を中野区・杉並区がハロー
ワーク新宿と共催事業を実施した。

Ａ　実施

事業者向け事業

●保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金
・交付実績　１，０１０人（昨年比５人減）

●保育のおしごと就職相談・面接会（中野区、杉並区、ハローワーク新宿共催）
・開催実績　９月４日(日)　参加者　４６人、１１月1３日(日)　参加者　２７人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

16 介護基盤整備

介護保険制度に基づく地域密着型サービスの整備
及び計画調整、特別養護老人ホーム、通所介護施
設等の施設整備を行います。

介護・高齢者支援
課

福祉推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　自宅で過ごしている要介護者が施設を利用することで、介護者
の負担軽減につながり、社会進出を手助けした。

Ａ　実施

１　第８期中野区介護保険事業計画に基づき、令和４年度募集要項を公表した。

２　昨年度の公表に基づき、応募のあったグループホームが１１月に開設した。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

職場における女性活躍推進

17
介護人材の確
保・育成支援

緩和基準サービスの担い手を育成する研修を実施
するとともに、育成された人材と事業者との雇用
マッチングを行います。

介護・高齢者支援
課

介護保険分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施が危ぶまれた
が、開催し、昨年度より多くの参加者を集められた。

Ａ　実施

区民向け事業
　・介護に関する入門的研修の実施
　　　年２回開催（第１回：９月　第２回：１２月）
　　　全４日間　２１時間

※各回最終日に区内介護サービス事業所とのおしごと相談会を開催。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

18
審議会等にお
ける女性参画
促進

政策決定過程の一つである各審議会等において、
女性委員の比率を４０％以上とすることを目標と
し、調査を実施します。女性委員の比率が低い審
議会等については、改善を依頼します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　審議会等委員の改選時に、学識経験者、団体推薦、公募など、
それぞれの会議体の構成に合わせて、女性を選任できる方策の検
討について、各部へ周知する。

Ａ　実施

・審議会等における女性の参画状況調査
　条例設置による附属機関、規則・要綱設置による会議体等を対象に調査実施
　　女性の割合が4割以上の会議体の割合：58.0%（2022年4月1日現在）

・女性委員の比率が低い審議会等への対応
　調査結果通知文に審議会委員等の改選に当たっての配慮事項を明記
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

19
区民と区長の
対話集会

区民と区長が直接対話する機会として、原則とし
て月２回、対話集会を実施します。対話集会で出
された意見の反映状況は、区ホームページ等で公
表しています。

広聴・広報課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・私立学校や大学における開催や各種団体へ直接出向いたタウン
ミーティングの開催により、多くの男女ともに多くの方の区政参
加につながった。
・今後も性別や年代を問わず、多くの方の区政参加を促すため、
実施方法や広報を工夫していく。

Ａ　実施

・区民と区長のタウンミーティングは、中野のまちをより良いものとし、かつ区政への
区民参加を促すため、区長が区民から幅広く意見を伺い、意見交換を行う場として実施
している。

・２０２２年度は区政の重要課題をテーマとして実施するほか、私立学校や大学におけ
る開催や各種団体へ直接出向いてのタウンミーティングを新たに実施することで、子ど
もや若者、高齢者など幅広い層の区政参加につなげることができた。。

※２０１８年度から新区長就任に伴い、『区民と区長のタウンミーティング』という名
称に変更した。

・実施回数：１７回
・参加者数：延べ３８２人
　（うち女性参加人数：延べ２２８人）
・女性参加率：５９．７％

- 26 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

20 起業セミナー

産業振興センターにおいて起業セミナーを実施し
ます。 産業振興課

産業振興分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

計画通り事業を実施することができた。

Ａ　実施

　産業振興センターにおける指定事業として、創業連続講座（全４回）などをオンライ
ンにて実施。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

21
経営・創業相
談・診断

区内事業者向けの経営相談。創業者及び創業１年
未満の事業者向けの経営相談を実施します。 産業振興課

産業振興分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

計画通り事業を実施することができた。

Ａ　実施

○産業振興センターにおける指定事業として、経営・創業相談を実施。
　相談受付時間を拡充し、利便性を向上させた。

・令和3年度:　13時～17時
　※各月における第1月曜日及び第3月曜日の属する週は、9時10分～正午、13時～17時

・令和4年度：　9時10分～正午、13時～17時
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

22
どこでも出張
相談

区内の中小企業者向けに、中小企業診断士による
無料の出張経営相談を実施します。 産業振興課

産業振興分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　令和５年度より、どこでも出張相談での創業の相談がオンライ
ンで実施可能となり、利便性が向上する。

Ａ　実施

○どこでも出張相談　１９件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

23
公益活動団体
への助成

町会・自治会や任意団体、ＮＰＯ法人等自主的な
公益活動を支援するために、区の政策実現に貢献
する活動について、審査、助成を行います。

地域活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　地域におけるＮＰＯやボランティアなどの自主的な活動に対し
ても助成を行うだけでなく、使いやすい活動場所の確保、活動に
関しての相談などを活動拠点の身近な場所で行える支援も強化し
ていく。Ａ　実施

●区民公益活動推進基金からの助成　　５事業交付
●政策助成（地域のきずなにより支えあう地域づくりのための活動）３３事業
●町会・自治会公益活動推進助成　１０５町会・自治会
●町会・自治会活動再開・活性化助成　７３町会・自治会
●老人クラブ運営助成　６０クラブ
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

24
町会連合会女
性部への講師
派遣

中野区町会連合会女性部地区懇談会に職員等を講
師として派遣します。 地域活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　毎年、中野区町会連合会が防災やゴミなど地域に関心のもてる
テーマを決め、各地区における懇談会を実施している。
　動向やニーズにあった事業になるよう、中野区町会連合会事務
局や関係部署と検討し、今後も事業を展開していく。Ａ　実施

中野区町会連合会女性部地区懇談会
７月４日～２６日　全７回　参加者１７７人

(１)テーマ　東京マイタイムラインで風水害に備える
　　　　　　　　講師　防災危機管理課地域防災係

(２)清掃事務所アンケート結果　清掃事務所

(３)ごみゼロ推進課からのお知らせ　ごみゼロ推進課
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【仕事と生活】～自分らしい生き方と
働き方～

あらゆる分野における女性のライフスタイル選択
支援

25
一時保育者登
録制度

乳幼児をもつ区民の社会活動への参加及び地域社
会における豊かな市民活動を促進するために、区
及び区民が実施する各種事業等に伴う一時保育に
従事する保育者の登録を実施します。

育成活動推進課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　関係機関が名簿を活用し、各種事業において一時保育を実施し
ている。

Ａ　実施

一時保育登録保育者：１１人
登録者を対象とした研修：２回開催
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

26
区民活動セン
ター運営

地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ
主体的な取組を促進するため、地域住民による地
域自治の活動拠点として区民活動センターを設置
運営しています。

地域活動推進課

地域支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・すべての区民活動センターにおいて「区民活動センター運営委
員会」が適切に委託業務を実施し、各種地域団体等と連携した地
域活動を行っている。
・今後は、区民活動センターごとの地域特性などに応じた人材の
確保や、より円滑な業務運営の実現のため、ライフスタイル・ラ
イフステージに応じた活動参画の機会の増加について、区の支援
のあり方を検討していく。

Ａ　実施

  地域住民の自主性及び自立性に基づいて、民主的かつ公正に区民活動センターが運営
されるよう、町会自治会などの地縁団体から推薦された住民を委員として組織された
「区民活動センター運営委員会」に以下の業務について委託をしている。（区内１５箇
所）

【委託業務の概要】
①区民活動センター共通
・地域事業の実施に関すること
・地域の自治活動及び公益活動の援助に関すること
・地域広報に関すること
・地域団体の活動等地域情報の収集や情報提供
②一部の区民活動センター
・集会室の貸し出し等に関する業務
・施設の管理
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

27

地域活動コー
ディネーター
養成講座の開
催

運営委員会が区民活動センターの地域活動支援業
務を円滑に運営・推進できるよう、事務局スタッ
フの確保や人材の育成等の支援を行います。

地域活動推進課

地域活動推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・令和5年度の区民活動センター運営委員会の事務局員3名の採用
につながった。
・今後も、地域活動支援業務をより円滑に運営・推進できるよ
う、地域活動コーディネーターとして養成していくための方策を
検討する。

Ａ　実施

●地域活動コーディネーター養成講座の開催
　地域活動や地域自治の発展を目指し、地域社会の問題を住民自身が主体的に解決する
ためのさまざまな活動を企画・調整・支援をできる幅広い知識を身につけた人材を養成
する。
【開催日時】10月17日～11月11日（全4回）参加者21名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

28
なかの生涯学
習大学

５５歳から７９歳までの区民を対象に、その豊か
な経験を活かして仲間づくりや地域・社会活動の
スタートができるよう現代社会の課題や地域の現
状を学習する３年間進級制の講座を実施します。

地域活動推進課

文化・スポーツ分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　地域や健康や介護、仲間づくり、見守り・支えあいなどをテー
マに取り上げた。このことによって、男女がともに家事・介護や
地域に参加するきっかけとなる学びの機会を提供した。また、家
族の介護やご自身の体の不調、コロナ感染症感染予防の観点等に
より会場での参加が難しい方に対しオンライン参加を認めるな
ど、参加の機会を拡充した。

Ａ　実施

●なかの生涯学習大学の開講
1学年77人、2学年91人、3学年47人、合計215人
（参加延べ人数　1学年1,389人、2学年、1,594人、3学年745人　合計3,728人）
　参加者数はオンライン参加と会場参加の併用
　本事業の運営において、受講生が担う班長、運営委員などの役割等を決める際など
に、性別によって役割が固定することがないよう進めるとともに、受講生のうち、とく
に地域とのつながりを持ってこなかった定年退職後の男性などが地域での仲間づくり
や、地域活動への参加等にスムーズにつながる視点で受講カリキュラム等の工夫をし
た。また、令和3年度から、受講生の受入年齢の上限（79歳）を撤廃したことにより、80
歳以上のアクティブシニアの入学もあった。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

29
ハイティーン
会議

中高生世代が、毎日の生活の中で気になっている
ことや疑問に思うことの中からテーマを設け、
ワークショップ形式で会議を進行し、必要に応じ
て関係機関への取材を行い、意見を深めます。対
象者は、中学生から１８歳の区内在住、在学、在
勤者で、ワークショップの結果は、区民に発表し
ます。

育成活動推進課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ワークショップの開催だけでなく、メンターやサポーター（若
者会議メンバー）による対話や伴走、ファシリテーターによる場
作り等により、中学生及び高校生世代の自主的・自発的な活動
（イベントの開催やアンケートの実施等）や地域参加といった具
体的な取組につながった。
・令和５年度以降も引き続き、中高生の活動に伴走支援を行い、
チャレンジを支援する環境を整えていく。

Ａ　実施

区民向け事業
・ハイティーン会議
　ワークショップ：４回　報告会：１回　　参加者数：８９名（延べ）

- 36 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

30
学校支援ボラ
ンティア制度

子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」の
ために、家庭・地域・学校が一体となって地域ぐ
るみで子どもを育成し、「地域力」を向上・強化
させていく制度です。

子ども・教育政策
課

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・学校を拠点とした地域連携の一環として、継続的に学校支援ボ
ランティアが活用されている。
・今後は学校支援ボランティア制度の現状・課題を整理し、モデ
ル校において地域学校協働活動の制度導入を進めていく。Ａ　実施

学校支援ボランティア登録数（令和４年度）
　　個人登録者数　２６７人
　　団体登録数　　１４団体
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

31 職場体験

中学生に、望ましい社会性、勤労観、職業観を育
成し、自立や社会参加を促す教育を充実していま
す。全中学校の第２学年が対象です。

学務課

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　本事業は各中学校が行っており、傷害保険を全校分まとめて加
入している。

Ａ　実施

　中学校が実施する職場体験活動時の生徒の賠償事故に対応するため、賠償責任保険に
加入した。
【保険加入者】
　中学2年生　1,129人
　中学3年生　　150人
　※新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年度に職場体験ができなかった3年生
も一部実施した。

【体験場所及び体験内容の例】
　保育園（保育補助）、幼稚園、児童館、小売店等（商品整理・販売業務）、ファスト
フード店（接客・製造）、図書館（図書整理）、高齢者福祉施設（介助補助）、デイ
サービス（介助補助）、消防署（消防機材の格納訓練）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

地域社会や学校等における男女平等の推進

32

女性の視点を
踏まえた防災
に関する講演
会

防災における男女共同参画の推進を図るため、女
性の視点を踏まえた避難所運営等について、職
員、地域住民等を対象に講演会を実施します。

企画課、職員課、
防災危機管理課

企画分野、人事分
野、防災分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・外部講師を招へいし、上記研修を実施した。
・受講した職員からは「避難所における女性視点の重要性を学べ
た」等の感想が聞かれた。
・職員研修については、今後、受講対象者のうち未受講者の受講
を引き続き促していく。
・庁内関係課の連携により、引き続き職員向け、区民向けの防災
講座を効果的に実施していく。

Ａ　実施

〇職員研修
・研修名：令和４年度 実務研修「避難所運営で何が大切なのか」
・実施日：令和４年１２月１６日（金）
・受講職員：
　ア　災対地域部指揮班及び地域本部長の任に就いている管理職
　イ　災対地域部の地域副本部長の任に就いている職員
　ウ　区の避難所運営に携わる班長、副班長
　エ　一部の避難所班員に指定されている区職員
・参加者：２９名

〇区民向け事業
・講座名：令和４年度防災リーダーフォローアップ講座「古い常識のまま支援していま
せんか？命を守る最新アウトドア防災と最新
の支援の常識～人権・男女共同参画の視点を踏まえ～」
・外部講師あんどうりす氏
・実施日：令和４年８月２０日（土）
・参加者：５２名（一時保育　２名）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

33
男女共同参画
週間関連事業

内閣府が定める毎年６月の「男女共同参画週間」
に合わせ、男女共同参画の視点による講演会、パ
ネル展を実施します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・講演会では参加者を定員の半分にするなど感染症対策を十分に
講じ、実施した。パネル展でのアンケートについても消毒液を置
くなどして実施したところ、多くのご意見が得られた。
・講演会について、一時保育を実施しているものの、子育て世代
の参加者が少ない状況にあるため、当該世代に訴求できるテーマ
及び講師設定、周知方法を検討する。

Ａ　実施

・男女共同参画週間講演会の実施
「考えが変わり 行動が変わり 社会が変わる　～大学教授が語るやさしいジェンダー論
～」
講師：広岡　守穂　氏　（中央大学名誉教授）　　
実施日：令和4年6月18日（土）　参加者：36名　

・男女共同参画週間パネル展の実施
実施日：6月27日～6月30日　　　アンケート回収：43名

・中央図書館での連携展示
実施日：6月4日～6月30日
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

34
区民への情報
誌「アンサン
ブル」の発行

区の男女平等・男女共同参画施策の動きについ
て、定期的に情報誌「アンサンブル」を発行する
ことにより周知を図ります。編集委員は区民公募
によります。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・編集委員とテーマや誌面構成等について協議を重ね発行に至る
ことができた。
・今回、編集委員を募集した際、当初申込みがなく、再募集をし
た状況があった。ＳＮＳ等を利用した周知も検討していく。
・情報誌を広く周知するために、誌面構成の工夫の他、区民の関
心が高い、または今後高まる見込みのあるテーマを的確に捉えて
誌面を作成する必要がある。

Ａ　実施

区民公募による編集委員2名とともに、アンサンブル45号を発行した。

・アンサンブル45号
内容：家庭内でのジェンダー・性教育について（委員による区民、中野区教育委員会、
産婦人科医へのインタビュー等）
発行日：令和5年2月20日
発行部数：1,200部

・編集会議
　全3回実施
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

35
地域育児相談
会

医師、助産師、栄養士、歯科衛生士等による子ど
もの健康や子育てについての講座を実施します。
男性（父親）が参加しやすい事業内容を取り入れ
ています。

地域包括ケア推進
課鷺宮すこやか福
祉センター

地域ケア分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・計画どおりに実施することができた。
・幼児を子育て中の保護者が身近な場所で子育てに関する知識や
体験を得られるよう、引き続き継続して周知、実施していく。

Ａ　実施

　幼児を子育て中の保護者が、身近な場所で子育ての相談や子育てに関する知識や体験
を得られるよう、４すこやか福祉センター及び各エリアの児童館(１８児童館）にて、地
域育児相談会を実施した。
　２０２１年度より、地域育児相談会を妊娠出産トータル支援の一環として位置付け、
引き続き妊婦や経産婦も参加でき、また父親の参加を見込める内容を盛り込み実施し
た。
・実施回数　　　　３８ 回
・参加延べ人数　８３８人（保護者４４３人、子ども３９５人）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

36
こんにちは赤
ちゃん学級

初妊婦とその家族（夫）を対象に、妊娠中の健康
管理、出産、育児等の講座や沐浴等の実習を行う
とともに、妊婦同士の仲間づくりをすすめていま
す。

地域包括ケア推進
課北部すこやか福
祉センター

地域ケア分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・こんにちは赤ちゃん学級はコロナウイルス感染防止対策とし
て、定員を減らしたが、回数を増やして実施した。また、4回で
はあるが、オンライン両親学級も計画通り実施することができ
た。
・新型コロナウイルス5類移行を契機に定員を増やして実施して
いく。

Ａ　実施

・区内在住で、初めて出産を迎える妊婦とその家族を対象に、沐浴実習や父親の妊婦体
験等を
実施。以前は参加者同士の交流タイムなどのプログラムを行っていたが、コロナウイル
ス感染予防対策のため一部内容を変更して実施した。
・主に妊娠20週以降35週までの期間での参加を勧めている。
また、令和4年度からは、妊娠30週以降の妊婦とその家族を対象にオンラインでの両親学
級の実施も行った。
【参加実績】
　こんにちは赤ちゃん学級　　54回　1,257人
　オンライン両親学級　　　　 4回　 　26人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

37
「介護の日」
啓発活動

「介護の日」にちなみ、介護に対する理解と認識
を深め、介護サービス利用者、家族、介護従事者
等を支援するとともに、地域社会における支え合
いや交流を促進するイベントを開催します。

介護・高齢者支援
課

介護保険分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・介護保険への理解を深めるイベントとしては、一定の成果を上
げている。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、縮小したが、次回
には、福祉用具の展示・体験コーナーの実施を計画する。Ａ　実施

１　介護の魅力発信パネル展示及び動画の放映
区役所正面玄関前広場及び区役所ロビーにて、介護の魅力を伝えるパネル展示や介護
サービス事業所で働く方の様子を伝える動画を放映した。
〔令和4年度実施状況〕　　令和4年11月10日と11日の2日間で　来場者延2,129名

２　介護に関する相談会の開催
介護に関する相談会を開催し、介護サービス利用者、家族への介護保険制度の情報提供
を行った。
〔令和4年度実施状況〕 相談件数 11月10日12件  11月11日22件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

38

ユニバーサル
デザインの考
え方の普及啓
発

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会
参加する「全員参加型社会」やまちの魅力向上に
よる地域の活性化を実現するため、ユニバーサル
デザインの普及啓発を実施します。
（仮称）中野区ユニバーサルデザイン推進条例、
推進計画を策定します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・引き続き上記の事業を実施するとともに、2023年度の中野区ユ
ニバーサルデザイン推進計画改定にあっては、時代の要請に合わ
せた検討が必要である。
・計画改定した際は、さらなる周知・啓発をはかるための事業実
施を検討していく。

Ａ　実施

普及啓発の実施
（１）区民向け事業
　①「ユニバーサルデザインサポーター養成講座」の実施（2022年12月16日～2023年1月
14日）
　　ユニバーサルデザイン推進を担う地域人材を養成するための講座を実施し、「ユニ
バーサルデザインサポーター」として68名を認定した。
　②「ユニバーサルデザイン普及啓発パネル展」の実施（明治大学イベント「Diversity 
Festa2022」内：2022年11月13日）
　ユニバーサルデザインについて広く理解を得るため、ユニバーサルデザインの考え方
や日常生活における心がけ等を分かりやすく示したパネルとユニバーサルデザイン製品
の展示を行った。
（２）職員向け事業
　「ユニバーサルマナー研修」の実施（2022年7月25日～8月15日）
　業務上必要なユニバーサルデザインの知識とスキルの習得のための研修をｅラーニン
グの方法で実施し、職員115名が「ユニバーサルマナー検定（3級）」の認定を受けた。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【地域社会のあり方】～男女がともに
参画する地域社会～

男女共同参画・全員参加型社会への理解促進

39
男女平等に関
する苦情申出
制度

「男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと」又は
「男女平等社会の形成の促進に関すること」につ
いて、区民又は事業者は、区長に対し、苦情等の
申出をすることができます。
区長が特に必要であると認めるものについては、
中野区男女平等専門委員会の助言を求めるものと
します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　専門委員に諮る事案は、発生していないが、ホームページの充
実等により、制度認知度の向上を図る必要がある。

Ａ　実施

・男女平等に関する苦情申出
　苦情件数　８件
　要望件数　１件
　男女平等専門委員会開催数　０回

・男女平等専門委員
　学識経験者３名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

40
配偶者暴力相
談支援セン
ター運営

女性に関する相談、カウンセリング、情報提供、
緊急一時保護、生活保護の対応等の自立支援を一
貫して行います。

配偶者暴力相談支
援センター

配偶者暴力相談支
援センター

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　ＤＶ被害者及び関係機関からの相談に応じ、関係機関と連携し
被害者支援を行っている。
　また緊急避難が必要と思われる世帯については、身の安全及び
生活安定を図るため一時的に施設での保護を行っている。Ａ　実施

配偶者暴力支援センター相談件数　　３６４件
一時保護　1４世帯　２５人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

41 女性相談

女性の様々な悩みの相談を受け、その解決のため
の助言・指導を実施します。夫の暴力等により緊
急避難を求めてくる女性・母子に対しては、その
生命・身体の安全と精神の安定を図るため、一時
的に施設で保護します。

配偶者暴力相談支
援センター

配偶者暴力相談支
援センター

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　女性の様々な問題や悩みの相談を受け、その解決のための助
言・指導を行っている。

Ａ　実施

相談件数　９７３件（配偶者暴力支援センター相談分３６４件含）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

42
中野区ＤＶ防
止連絡会

ＤＶ防止法第９条（被害者の保護のための関係機
関の連携協力）の趣旨に則り連絡会を実施してい
ます。区、医師会、歯科医師会、警察、ＮＰＯ団
体が構成員となり、区、関係機関及び関係団体の
相互連携、ＤＶ防止及び被害者支援の推進、情報
交換等を行います。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ＤＶ防止対策にかかる区関係部署、関係機関等との総合的な連
携や情報交換等について確認する事ができた。
・次年度からは対面もしくはオンラインでの実施を検討し、さら
に連携を深めていく。Ａ　実施

中野区ＤＶ防止連絡会
　実施日：令和4年11月18日（書面開催）
　内　 容：連絡会の設置趣旨と位置付け、男女共同参画センターの動向
　　　　　　構成員紹介、情報交換
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

43

区内公共施設
等への「ＤＶ
相談先カー
ド」の設置

ＤＶ被害者の相談窓口を掲載した相談先カード
を、区内公共施設、医師会、歯科医師会等に配布
します。相談先カードは、加害者の目に触れない
場所への設置を依頼しています。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・ＤＶ相談先カードを、関係機関を通じて被害者等に配布するこ
とができている。
・配布先や設置個所の拡充を検討することで、より広範に周知で
きるようにする。Ａ　実施

DV相談先カード
　発行枚数：14,400枚
　当初配布先：区関連施設　198か所　4,500枚
　　　　　　　医師会・歯科医師会、医療機関　　9,900枚

　※不足分については、適宜配付
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

44

職員向け「被
害者支援ガイ
ドブック」の
発行

被害者支援における各分野・関係機関の役割、二
次被害の防止策等について職員向けガイドブック
にまとめ、被害者支援担当窓口等に配備します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・配偶者暴力相談支援センターや関係機関と調整のうえ、作成で
きている。
・法改正や見やすさなどを考慮し、内容を見直していく。

Ａ　実施

・職員向け「被害者支援ガイドブック」の発行
庁内の他関係機関に連絡先、役割等を確認後、庁内イントラネット上で周知を行った。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

45
学校向けデー
トＤＶ防止出
張講座

児童・生徒向けに、いじめや心のあり方、人間関
係等について考え、自他を尊重する意識を学ぶ講
座を実施します。交際相手からの暴力（デートＤ
Ｖ）根絶の契機とします。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・参加者から得られた実態の情報を参考によりよい事業を検討
し、女性に対する暴力の予防及び根絶のための基盤づくりとし
て、積極的に若年層を対象としたデートDV出前講座を実施してい
く必要がある。
・引き続き、中学校に講座の実施を働きかけていく。

Ａ　実施

○デートDV出前講座の実施
・大学生向け
実施日：令和4年5月27日　対面参加者：明治大学　10名
※明治大学のイントラネットにて録画配信も実施
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

46-①
ＤＶ被害者に
係る個人情報
の保護

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措置
対象者について、加害者等による住民票等の閲
覧、証明の発行を制限します。

戸籍住民課

証明書等を発行す
る各分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・申出についての相談・受付を適切に行った。
・証明書等の申請があった時は厳正に審査を行った。

Ａ　実施

支援措置総処理件数　１０９７件
（新規・継続等）

支援対象者人数　１２３３人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

46-②
ＤＶ被害者に
係る個人情報
の保護

ＤＶ被害者の住民基本台帳事務における支援措置
対象者について、加害者等による住民票等の閲
覧、証明の発行を制限します。

税務課

証明書等を発行す
る各分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

年度を限らず継続して実施している事業である。

Ａ　実施

　本人が本人指定以外の代理人や家族が申請しても税証明書を発行しないように希望し
た場合に、「税証明に関する申立・確認書」を提出させ、本人が申請した取扱内容をシ
ステムに入力。戸籍住民課証明係に対し、入力されたメモどおりに対応するよう依頼し
た。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

配偶者等からの暴力（DV)、デートDVの根絶

47
母子家庭等に
対する緊急一
時保護

区内在住の緊急に保護を要する母子家庭、母子及
び女子を一時的に保護します。 子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　婦人保護施設に入所希望するも、定員超過等の理由で緊急対応
ができない場合、母子生活支援施設において一時的な保護を実施
し安全確保に努めている。

Ａ　実施

１　実施内容
（１）実施機関　母子生活支援施設（１施設）
（２）利用期間　１３泊１４日まで
（３）利用定員　１居室１世帯

２　事業実績
（１）利用世帯数　　５世帯
（２）利用人数（実）１０名
（３）利用泊数（延）４２泊
（４）利用要件　住宅事情２件、ＤＶ３件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

48
女性への暴力
防止に関する
講座・展示

女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２
日～２５日）に関連した事業を展開します。区民
向けの講座・パネル展示等を通じて、配偶者等か
らの暴力やセクシュアルハラスメント等、女性へ
の暴力被害の実情に触れるとともに、暴力防止の
為の知識・技術や被害者の支援、通報制度等につ
いて正しく理解する契機とします。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・福祉推進課との協力により、産業振興センターで初めての写真
展を開催することができ、86名の来場があった。
・「女性に対する暴力をなくす運動」に連動した講座の実施を引
き続き検討する。Ａ　実施

区民向け事業
・「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展の実施
　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」を活用したパネル展
　実施日：11月16日～23日

・STAND still 性暴力サバイバービジュアルボイス写真展の実施
　中野区産業振興センター１階イベントホール
　実施日：12月8日～12月13日
　※福祉推進課との共催にて実施

・中央図書館との連携展示
　実施日：10月29日～11月24日
　※福祉推進課との共催にて実施
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

49
犯罪被害者等
相談支援

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進
し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、
相談・支援窓口を平成２０年（２００８年）４月
に開設しました。
平成２３年（２０１１年）６月には、犯罪被害者
等が早く平穏な生活を取り戻せるよう家事援助等
の支援を行う犯罪被害者等緊急生活サポート事業
を開始しました（中野区社会福祉協議会に委
託）。

福祉推進課

福祉推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・犯罪被害に遭った人の相談・支援を関係機関と連携しながら実
施した。
・「ミニ・生命のメッセージ展inなかの」や、「STAND Still」
など様々な媒体や機会をとらえて、犯罪被害者等への理解促進及
び相談窓口の周知を図ることができた。

Ａ　実施

○相談　（相談実人員36人、延491件）
○図書館特別展示　（実施日：10/29～11/24、会場：中央図書館、その他：男女共同参
画センターとの共催）
〇STAND STILL（写真展）（実施日：12/7～12/13、会場：産業振興センター、その他：
男女共同参画センターとの共催）
○犯罪被害者相談会　（実施日：11/22(火)、会場：区役所1階区民ホール、その他：中
野・野方警察署との共催）
○中野駅ガード下ギャラリー夢通りパネル展　（実施日：11/８(火)～11/24(木)）
○犯罪被害者週間行事講演会「犯罪被害から自分を守る～大切な「私」のために出来る
こと～」　（実施日：11/19(土)、会場：中野区役所会議室、参加者数：27人）
○犯罪被害者等緊急生活サポート事業　協力員研修（実施日：10/28(金)、2/14(火)、
2/16(木）会場：スマイルなかの）
○健康福祉部主催研修「交通犯罪と向き合う現実ー真実を探し訴える被害者家族の苦
難ー」（実施日：12/26（月）、会場：区役所9階第11,12会議室、参加者数：オンライン
受講を含め24人）
○「ミニ・生命のメッセージ展inなかの」の開催（実施日：11/16(水)～11/21日(月)、
会場：区役所１階特別集会室）　　　　
○「犯罪被害者等支援ＮＥＷＳ」の新着情報への掲載（随時）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

50
（仮称）総合
子どもセン
ターの設置

平成３２年度（２０２０年度）に整備を予定して
いる第十・第三中学校統合新校に併設する複合施
設に（仮称）総合子どもセンターを設置します。
センターには、現行の子ども家庭支援センターと
教育センター（教育相談機能）を一体化した機能
を導入するとともに、児童相談所の機能を備える
ものとします。

子ども・若者相談
課、児童福祉課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・子ども・若者支援センターの円滑な運営がなされている。
・児童相談所を開設した。

Ａ　実施

・子ども・若者支援センターの運営
・若者相談、若者フリースペースの実施
・児童相談所の設置、運営
・専門職の配置・採用
・職員の研修、育成

- 58 -



中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

51

中野区安全・
安心（防犯）
メールによる
不審者情報等
の区民等への
情報提供

区内で発生した犯罪情報や不審者情報等を速やか
に情報提供することで、地域の防犯意識を高め犯
罪の抑止につなげます。

防災危機管理課

生活・交通安全分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

登録者数について、261件増加した。
　令和3年度：12,432件　→　令和4年度：12,693件

Ａ　実施

メール登録者　令和4年度年度合計　12,693件

犯罪情報や不審者情報の提供と併せて、特殊詐欺被害防止(アポ電等)の注意喚起や啓発
を行った。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性に対する犯罪の根絶（安全な暮らし）

52

地域団体に対
する防犯カメ
ラ等設置費の
一部助成

地域内の犯罪の抑止力を高め、区民が安心して生
活を送ることが出来るよう、商店街等に対し防犯
カメラ設置等の経費の一部を助成します。

防災危機管理課

生活・交通安全分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　新型コロナウィルス感染者数減少に伴い、町会・自治会及び商
店会の会議等が再開されたことから、申請件数も増えた。
【3年度】団体数11件　カメラ44台
【4年度】団体数14件　カメラ66台　Ａ　実施

１．防犯設備設置助成　（東京都助成)
　　・申請団体：町会・自治会、商店会等
　　・申請件数　14件　　　防犯カメラ66台

２．防犯設備維持管理費助成(東京都助成により設置した防犯設備が対象)　
　①中野区独自助成(平成30年度から実施)
　②東京都助成（令和元年度から実施)
　　・申請団体：町会・自治会、商店会等
　　・申請件数：76件　　　防犯カメラ559台
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

53
中野就職サ
ポート

区と東京労働局・ハローワーク新宿が、実施体
制、連携方法等一体的な業務運営の事項を定めた
協定を締結。生活困窮者等に対し、就職支援ナビ
ゲーターによる職業相談、職業あっ旋・支援プラ
ンの作成、求人端末による求人情報の提供等によ
る支援を実施します。

生活援護課

生活援護分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　中野就職サポート、中野くらしサポート（生活困窮者自立相談
支援事業）、生活援護課就労支援員及びケースワーカーが相互に
連携し、相談者個々人の状況や経験に合わせた適切な支援が行わ
れた。Ａ　実施

中野就職サポートによる支援者数及び就職者数
・支援者数　１８７人（内、女性　５４人）
・就職者数　１６４人（内、女性　４２人）
・就職率　８７．７％（女性　７７．８％）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

54 入院助産

妊産婦が保健上必要であるのにもかかわらず経済
的理由により入院して分娩することが出来ない場
合に、指定の助産施設に入所させる制度です（児
童福祉法第２２条）。

子ども・若者相談
課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　本事業が適当と認められる者、特に生活保護受給者に対し、生
活保護担当所管やすこやか福祉センター等と連携し、適切に入院
助産を実施した。

Ａ　実施

２０２２年度助産施設入所件数５件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

55 就学援助

経済的理由によって義務教育を受けることが困難
と認められる児童・生徒の保護者に対して、給食
費・学用品費等学校教育に必要な経費の援助を行
います。
特別支援学級に在籍または通級している児童・生
徒の保護者についても特別支援学級就学奨励費の
制度を設けています。

学務課

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　年度当初、児童・生徒の教育を受ける権利を保障するため、中
野区立の小・中学校に在学する児童・生徒、または中野区に住民
票を有し国立または公立の小・中学校に在学する児童・生徒のす
べての保護者に、就学援助の案内と申請書を配布し、必要とする
家庭がもれなく手続きできるようにしている。

Ａ　実施

【就学援助】
○受給者数　２，３６０人（小学校１，５７１人、中学校７８９人）
○支給費目　学用品費、オンライン学習通信費、新入学学用品費、クラブ活動費、修学
旅行費、移動教室費、校外活動費、校内鑑賞教室費、卒業アルバム代、通学費、給食
費、医療費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（4月新入生を対象とする新入学学用品費は、入学前の3月に支給している）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【就学奨励】
○受給者数　１４６人（小学校１０６人、中学校４０人）
○支給費目　学用品費、オンライン学習通信費、新入学学用品費、修学旅行費、　　　　　　　　　　　　　　　
校外活動費（宿泊あり・宿泊なし）、職場実習交通費、交流学習交通費、通学費、給食
費　
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

56 学習支援事業

生活困窮世帯の小・中学生に学習支援を行いま
す。小学生は学習の仕方を身に付け、学習習慣の
定着を図るとともに、中学生は受験対策としての
学習指導により高校への進学を目指します。ま
た、保護者には学習方法のアドバイスや受験につ
いての情報提供等を行います。

子育て支援課

生活援護分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　会場及び年間の実施回数を増やす等、実施内容の充実により、
参加者の学習習慣の定着や学力向上に資するとともに、子どもの
学習の機会を確保することができた。
　なお、生活困窮世帯の子どもの学習状況や参加者ニーズ等を踏
まえ、令和５年度は支援対象を拡大し、対象学年を小学５年生ま
で広げるとともに、対象世帯に児童扶養手当受給世帯も加えて実
施する。さらに中学生については、希望により週２回の受講を可
能とし、支援内容を充実する。

Ａ　実施

■受講者数
　　（１）小学生：６０名　　（２）中学生：２４６名
■事業内容
（１）小学生
　・国語・算数の２教科について、月３回の集合型個別指導
　・学習相談（受講者・保護者）　　等
（２）中学生
　・英語・数学・国語の３教科のうち２教科について、週１回の集合型個別指導
　・中学３年生は、通常指導に加えて、夏休み中に夏期特別指導を計６回
　・学習相談（受講者・保護者）　　等
■事業効果等
（１）利用者満足度（「満足」「やや満足」と回答した者の割合）
　　　小学生（保護者）：８１．８％　　中学生（生徒）：９５．２％
　　　中学生（保護者）：８１．５％
（２）学習習慣の定着や学力の向上等への効果（「効果があった」「やや効果があっ
た」と回答した者の割合）
　　　小学生（保護者）：５４．５％　　中学生（生徒）：９７．６％
　　　中学生（保護者）：５４．５％
（３）高等学校等進学率
　　　１００％
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

57
母子家庭等自
立支援教育訓
練給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業につなが
る能力開発のために教育訓練指定講座を受講した
場合、教育訓練給付金を支給し、自立を支援しま
す。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　申請の相談件数はあるものの、実際の支給にいたらないケース
がある。相談件数は前年度に比べ増加していることから、今後も
相談件数が増えるよう周知を行っていく。

Ａ　実施

１　実施内容
教育訓練指定講座を受講し修了した時に受講費用の６０％を給付。雇用保険法の教育訓
練給付金の支給がある場合は差額を支給。

２　主な対象講座・資格
・介護福祉士実務者研修
・介護職員初任者研修

３　事業実績
（１）相談件数　５件
（２）支給件数　２件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

58

母子家庭等高
等職業訓練促
進給付金等事
業

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業に結びつ
きやすい資格を取得するため、養成機関において
修業する場合、高等職業訓練給付金等を支給する
ことで、修業期間中の経済的負担の軽減と、資格
取得後の経済的自立を促進します。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　受給者数に大きな変化はない。今後も一定数の受給者が見込ま
れる。

Ａ　実施

１　実施内容
就業に結びつきやすい国家資格等を取得するための養成機関受講中に月ごとに支給。給
付期間は修業期間１年以上３年まで。修了後には修了支援給付金を支給。

２　主な対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、保健師、歯科衛生士、社会福祉
士、理容師、美容師等

３　事業実績
令和４年度受給者　８名
（看護師４、保健師１、鍼灸マッサージ師１、保育士２）
支給月数延べ　８７月
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

59
母子生活支援
施設運営

生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を抱
える１８歳未満の子どもを養育している母子世帯
に対し、専用の施設で養育支援や家庭運営支援、
就労支援等将来の自立に向けた支援を行います。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　対象とする家庭の把握について関係機関と連携を図ることや、
ひとり親支援事業の周知を行いながら必要な家庭に支援が届くよ
う努めている。

Ａ　実施

１　入所定員１９世帯

２　実績
（１）延在籍世帯数・延在籍者数　８６世帯・２００人
（２）新規入所世帯数　３世帯　９名
（３）退所世帯数　　　７世帯　１６名
（４）令和５年３月３１日現在　入所世帯数　６世帯　１６人
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

60

子育て家庭
ホームヘルプ
サービス（旧
名：ひとり親
家庭ホームヘ
ルプサービ
ス）

ひとり親家庭が様々なサービスを活用し社会の一
員として安心・安全に、かつ自立した生活を営
み、子どもが健全に成長できるよう支援します。
小学生以下等の子どもを養育しているひとり親家
庭の保護者や子どもが病気等で家事や育児に支障
がある場合、ホームヘルパーを派遣します。

子育て支援課

子育て支援分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

  令和４年度は拡充前のひとり親世帯においても新型コロナウイ
ルス感染症の影響により利用が低迷している。
  しかし、利用の前提となる登録者はひとり親世帯よりも多いこ
とや、子育て世帯の事情により、家庭や集団での保育などが困難
である等、有事の場合のセーフティネットとしての意義がある。
利用要件や利用手続きの改善を検討しながら、継続していく必要
がある。

Ａ　実施

●登録世帯　　　　　　　４８件
　　内訳　ひとり親家庭　１８件
　　　　　その他家庭　　３０件

●利用件数・委託料等　　　４件（延４日／計２４時間／１０８，４００円）　
　　内訳　ひとり親家庭　　４件
　　　　　その他家庭　　　０件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

61
区営住宅の整
備

健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、
これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家
賃で賃貸することにより、区民生活の安定と社会
福祉の増進に寄与します。

住宅課

住宅政策分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

今後も引き続き適切に運営していく。

Ａ　実施

区民向け事業
・区営住宅453戸を住宅に困窮する低所得者に対して低廉な使用料で使用を許可し、適切
に運営した。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

女性の就労・自立支援（安心な暮らし）

62
民間賃貸住宅
への住み替え
支援

区内の民間賃貸住宅に居住するひとり親世帯等が
区内の他の民間賃貸住宅に転居する場合に、その
住み替え住宅の相談及び斡旋をすることで、ひと
り親世帯等の生活の安定と福祉の増進を図りま
す。

住宅課

住宅政策分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

今後も引き続き相談及び情報提供を実施する。

Ａ　実施

区民向け事業
・ひとり親世帯等の住宅確保要配慮者が区内の民間賃貸住宅に転居する際の相談及び住
み替え住宅の情報提供
　　住み替え相談件数　503件
　　情報提供申込件数　 28件
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

63
専門相談（人
権擁護相談）

いじめやことばによる暴力、差別、いやがらせ等
人権侵害に関することについて、毎月第１火曜日
に専門相談を実施します。
法務省から委嘱された中野地区の人権擁護委員が
相談員を担当します。

企画課

企画分野、区民
サービス分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・中止期間は、区での対面相談の代わりに、法務局実施の電話ま
たはインターネットよる相談を案内した。
・相談利用者数増のため、周知方法等を充実させる必要がある。

Ｂ　全部もしくは一部
実施できなかったが、
次年度以降に実施予定

　感染症対策により中止をしていたが、法務局からの再開通知を受け２０２２年１１月
から相談を再開した。

　・全４回開催（相談件数１件）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

64

申請書・証明
書等における
性別記載につ
いての点検

性自認を理由とする偏見や差別を無くし、男女共
同参画社会の実現に資するため、各分野で使用す
る申請書・証明書における性別記載の必要性につ
いて点検を実施します。

企画課

企画分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・性別記載の見直しは、順調に進んでいる。
・事業等実施内容により、性別欄を設けないければいけない場合
もあるため、「男」「女」に加え、「その他」の選択もできるよ
うにしたり、記載の工夫をしていく。Ａ　実施

・申請書・証明書等における性別記載点検依頼
　令和4年8月実施（性別記載のある申請書等：154件　見直し可：内23件）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

65
人権教育実践
事例集の作成

学校における人権教育のより一層の充実を図るた
めに実践事例集を作成します。
各学校は、この資料を活用し人権教育の全体計画
や年間計画を作成するとともに、教育環境の整備
を図り、人権教育を通して組織的に心の教育の充
実を図ります。

指導室

学校教育分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・教員向け・学校向け事業を計画通り実施することができた。
・作成した「人権教育推進資料」は、データ資料として全教員へ
配布した。また、２０２１年度以前に作成した資料についても電
子化し、教職員が活用しやすい環境を整えているところである。Ａ　実施

教員向け事業
・学校における人権教育のより一層の充実を図るために実践事例集を作成、全教員へ配
布
→「人権教育推進資料」（令和５年３月　中野区人権教育推進委員会）
※中野区人権教育推進委員会：校長、副校・園長、教員７名を委員とした委嘱委員会
※「人権教育推進資料」掲載のモデル授業の実施：令和４年１１月３０日　白桜小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年　１月２０日　北中野中学
校

学校向け事業
・前述の資料を活用した各校における人権教育の全体計画や年間計画の作成
　→人権教育年間指導計画の作成：全３０校
・教育環境の整備及び人権教育を通しての組織的な心の教育の充実
　→令和５年度教育課程への位置付け：全３０校
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

66
職員向け人権
研修

同和問題、性的指向・性自認を理由とする偏見や
差別等、様々な人権課題について、職員向けの研
修を実施します。

企画課、職員課

企画分野、人事分
野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・外部講師及び内部講師により、上記研修を実施した。
・受講した職員からは「改めて人権を意識するきっかけになっ
た」「大変勉強になった」との声が多く聞かれた。
・今後、受講対象者のうち未受講である職員の受講を引き続き促
していく。

Ａ　実施

研修名：令和４年度　実務研修「人権セミナー」
日時：令和４年１２月１５日（木）
受講職員：係長職昇任者・係長職６年目の職員
参加者：７０名
内容：人権の様々な課題と同和問題、ＬＧＢＴとＳＯＧＩ　等
　第１部（外部講師）　様々な人権課題についての説明
　第２部（企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長）人権に関する区の取り組みにつ
いて等
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

67
健康づくり普
及啓発事業

区が設置する「中野区民の健康づくりを推進する
会」を中心に各種団体と事業連携し、健康づくり
普及啓発事業を実施。５月の世界禁煙デーや１月
の健康づくり月間に合わせた事業を展開します。

保健企画課

福祉推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　2022年度は、 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
事業中止とした。2023年度は、世界禁煙デー街頭キャンペーンを
実施する予定である。

Ｂ　全部もしくは一部
実施できなかったが、
次年度以降に実施予定

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止とした。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

68
自殺対策の推
進

自殺に関する正しい知識の普及啓発や、様々な問
題に対応するための相談窓口の周知、ゲートキー
パー養成研修等を実施します。

保健予防課

保健予防分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　ゲートキーパー養成研修については、対面の講演会に加えて動
画配信へ形式行うことで、受講者のニーズに合わせた研修機会を
提供することができ、より多くの区民に研修受講をしていただけ
た。なお、自殺対策強化月間における普及啓発は計画通り実施が
できた。
　2023年度のゲートキーパー養成研修については、2022年度と同
様に動画配信も継続しながら、対面形式の講演会も実施する予
定。

Ａ　実施

【自殺対策強化月間における普及啓発】
（１）図書館展示：鷺宮図書館・8月27日～9月29日、中央図書館・2月25日～3月23日、図
書館所蔵の自殺関連図書・啓発関連図書の展示、リーフレット等の配布
（２）区役所ロビー展示：9月7日～9月8日・3月1日～2日、パネル・ポスター展示・リー
フレット等の配布
（３）区役所横断幕掲示：9月・3月の各1か月間、区役所ベランダ横断幕掲示
（４）中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」：9月16日～30日・3月1日～31日、パネル及
びポスター・リーフレット展示
（５）産業振興センターパネル展示：3月7日～13日
（１）（２）（５）の展示でリーフレット約150部配布。なお、当該強化月間にあわせ、
庁内各部課(360部）および関係機関（1200部）へリーフレット配布を行う。
【ゲートキーパー養成研修】
講演会形式での開催に加えて、動画配信研修を実施。
・講演会形式
テーマ：「生きたい」は「死にたい」～自殺に向き合う講演会～
講師：末井 昭氏
実施期間：令和4年9月13日午後7時～9時
受講者数：39名
・動画配信研修
テーマ：自殺対策ゲートキーパー研修「悩んでいる人にどう気づき、どうかかわるか」
内容：【第１部】悩んでいる人にどう気づき、接するか～ゲートキーパーの役割～【第２
部】事例で学ぶ、悩んでる人への接し方【第３部】ストレスにどう対処するか
講師：NPO法人OVA代表理事/精神保健福祉士 伊藤次郎氏
実施期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日
配信方法：中野区YouTubeチャンネルでの配信
動画再生回数：498回
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

69
薬物乱用防止
事業

東京都薬物乱用防止推進地区協議会の活動支援を
通じて、大麻、危険ドラッグ等の薬物乱用を防止
するための普及啓発を実施します。

生活衛生課

生活環境分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　東京都薬物乱用防止推進地区協議会と連携し、計画通り事業を
実施することができた。

Ａ　実施

区民向け事業
・弥生地区まつりにて普及啓発用ティッシュの配布（10月15日、16日）
・帝京平成大学学園祭における啓発
　大学内で薬物乱用防止中野区民大会を実施（11月5日） 参加者数71名
　薬物乱用防止ポスター・標語の掲示及び普及啓発用ティッシュの配布（11月5日、6
日）
・ポスター・標語入賞作品の展示
　中野駅ガード下ギャラリーにて入賞作品の展示（実施機関：11月25日から12月2日）

区内中学生に向けた事
・区内の中学に通学する中学3年生に向け、薬物乱用に関する啓発チラシおよびクリア
ファイルを作成し配布

薬物乱用防止指導員向け事業
・研修会の実施（東京都薬物乱用防止指導員研修会、薬物専門講師研修会、
　ＤＶＤによる研修）
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

70

重症心身障害
児（者）等在
宅レスパイト
事業

在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心
身障害児（者）等に対し、訪問看護師が自宅に出
向き、一定時間家族の代わりに医療的ケアを行う
ことで、家族の一時休息（レスパイト）やリフ
レッシュを図ります。

障害福祉課

障害福祉分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

・在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児
（者）等の健康の保持と、介護する家族等の介護に係る負担の軽
減が図られている。さらに令和５年度より年間利用上限時間を１
４４時間に拡充している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者の利便性の向上のため、登録訪問看護ステーションを増
やすことが望ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ａ　実施

・登録者４２名                                                                                                                                                                                                                                               
・利用者２５名                                                                                                                                                                                                                                              
・登録訪問看護ステーション２０社                                                                                                                                                                                                            
・延利用回数３８６回                                                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【利用内訳】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２時間:２３７回／２.５時間:５２回／３時間:２９回／３.５時間：１５回／４時間:５３
回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成２８年１０月事業開始、平成２９年７月から、医療的ケアの必要な１８歳未満の医
ケア児についても対象とし、利用時間数、利用回数についても拡大した。
　令和２年度４月には新型コロナウイルス感染症対応のため、当該年度に限りサービス提
供回数規定である年間２４回、月４回の上限を撤廃し、年間９６時間を超えない範囲で利
用可能とした。また、令和２年１０月、当該事業の年間利用上限時間を９６時間から１２
０時間に拡充した。
　令和４年度からはサービス提供回数規定を撤廃し、事業を実施している。
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

71
子宮頸がん検
診

子宮頸がんを早期発見し、早期治療につなげるた
め、２０歳以上の女性を対象に子宮頸がん検診を
隔年検診として実施します。

保健企画課

健康推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　２年に１回の受診のため、令和２（２０２０）年度の受診者数
（８，３２４人）と比較すると減少したが、例年同様に実施し、
対象者に受診機会を提供することが出来た。

Ａ　実施

【受診期間】
令和４年６月１日から令和５年２月２８日

【実績】
受診者数：８，２９８名
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中野区男女共同参画基本計画（第4次）　進捗状況報告書《主な取組》

対象期間：2022年4月1日～2023年3月31日

将来像 施策の方向性

事業
番号 事業名 事業概要(計画記載) 所管課(2023.4現在)

計画策定時所管(2018.3)

2022年度　事業実績

2022年度　実績評価 実績評価の理由・今後の予定、課題等

【安全・安心な暮らし】～人権が守ら
れる安全・安心な暮らし～

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

72 乳がん検診

乳がんを早期発見し、早期治療につなげるため、
４０歳以上の女性を対象に視触診検査及び乳房Ｘ
線検査（マンモグラフィ検査）を隔年検診として
実施します。

保健企画課

健康推進分野

計画の趣旨に沿った事
業達成度

　２年に１回の受診のため、令和２（２０２０）年度の乳房X線
検査(マンモグラフィ検査)の受診者数（４，４１９人）と比較す
ると増加した。例年同様に実施し、対象者に受診機会を提供する
ことが出来た。Ａ　実施

【受診期間】
　令和４年６月１日から令和５年２月２８日

【実績】
　受診者数：視触診検査　　　　　　　　　　　　４，１７０人
　　　　　　乳房X線検査（マンモグラフィ検査） ４，９６２人
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